
長屋王家木簡

1988年8月，平城京左京三条二坊八坪の

発掘翻査において， 1条の構から4万点に

のぼる多数の木聞が出土した。その内容に

ついては現在なお検討中であるが， 奈良|時

代初JYJの宰相・長屋王の家政に関わる木附

が大半を占めるものと判断し，「長屋王家

木附」と仮称して整理を進めている。

昨年度に同じ坪内の井戸から「長屋皇

宮」と記す3点の木聞が出土したことと合

わせ，発掘地の居住者を確定するとともに，

その空iIIiの点数と内容の豊富さは 古代史学 ・考古学にとって画期的な発見といってよい。

1988年度に平城京左京三条二坊の調査全体で水間が出土した遺構と，その大まかな点数は上

の表の通りである。S05100など，長屋王家木間j以外にも重要な木簡が出土しているが，

ではS04750出土の「長屋王家木簡」に|拠って取り上げることとする。

迂mtは師3m，長さ27mの南北に長いi/I，:である。i昨とはいえ南北両端は途切れており，堆有{
状況も流れた痕跡、を見いだしがたく，土坑というべきかも知れない。いずれにせよ大量の木簡

があまり時をおかずに廃楽されたと考えられるから， 一括地物として極めて質の高い資料とな

る。木oiiに記す年紀は和銅4年 (711)から誕屯2年 (716)の問におさまる。以下，木附の概

要を述べる (5頁木簡釈文参照)。

文書木簡 まず文書木簡をみると，「移Jr符」といった文言をもつもの (1 -4)， r進上J と

いう語句のあるもの (5 -7 )，米の支給に関わるもの(8 -11)などが特に多い。

1は治部省、の雅楽寮から長屋王の家令所に対して，倭傷として平群朝臣広足なる人物の派泣

を依頼した木簡であり， 2は長屋王の正安吉備内親王の命を受けて宮入女をつかわすよう要請

したものである。3も差出者の「少告:吏国足」の一致からみて，吉備内親王家から発行された

木附であろう。このように，「移Jr符」といった公式令にみられる文言を持つ文書木簡は，人

や物をF.i'1;}(した内容が多く，その宛先としては「長屋王家令所Jr奈良務所」のほか単に「務

所Jr司所」等とするものも多い。

5-7は冒頭に差出の主体を記す。それらは「司Jr薗司Jr御回司」などに地名を冠し，以

下，進上した品目・年月日 ・買任者と続く。内容はそれぞれの場司所から野菜等を進上したとき

の送り状である。こうした送り状の差出のi'(任者名を検討すると，たとえば7の忍海安麻呂が

13の木簡にも登場し，そこでは上日 (出勤日数)報告の対象となっていること，あるいは同じ

出土遺構 点数

八坪の南北村昨S04750 約40000点

京二tJj坊1I11路凶似IJ椛S04699 約400点

京二tJj坊IIlJ路*側出S04701 7点、

二条大路上の*西桃S05100 3在理!中

-1司~*端の不整形土脇 SK5074 12点

二条大路雨jl[l凶作S05165 l点

三条条IIIJ~t小路北側i.YtS04361 3点

井戸 (8基) 計18点
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13にみえる泰広的と同一人と考えられる人物が10の木聞では米支給の担当官となっていること

なと.'iJf判明する。したがって彼らは長屋王家に所属する官人であり.王家は各地の土地に彼ら

を派遣して直接管理していたことが推定できる。御回や御薗の所在地としては，山背.耳梨，

木上の他に大庭，片岡，佐保，矢口， L1J口， i1't川などが木Oiiから判明し， 奈良批地南部をはじ

め一部大和の周辺の固にも及んでいる。

次に 8-11に例示したような米支給の木附である。点数からいえば，これが文啓木附中Mも

多数を占め，長屋王家木簡の主体をなす木附群と言ってよい。いずれも支給先+米のi;l+受取

人+日付+支給担当者という同ーの昔:式をもっ。これらの木簡の特徴としては次の諸点を指摘

できる。①支給担当者および受取人は名のみであり姓を記さず，日付も年がなく月日のみかあ

るいは日だけというように， 全体的に省略と思われるO1i略な記載が目につく 。②その日付を検

討すると日が連続しているようである。③米の支給hlは石・斗といった単位はほとんどなく，

少量である。以上のような特徴からみて，これらの米支給が狭い範聞でのやりとりであり，ま

たその支給が日毎に行なわれ，それを記録したのがこのタイプの木簡ではないかと考えられる。

そうだとすれば，米の支給を受けた人々もその全てとはいわないまでも，大半が邸宅の中にい

たと推定でき ょう。

8の内親王は吉備内親王のことであろうし 9の山方王子は長屋王の妹の山形女王の可能性

か高し、。邸宅内にはこうした王の一族のほかにも，多くの人々を抱えていたようである。12，

13のような考課あるいは上日の報告にみえる下級役人はもちろんのこと，帳内.tJ:丁・少子と

いった雑用係，鋳物師 ・銅造 ・皮作・沓縫といった臓人，経師.{!.l:法模人 ・軟師といった写経

関係かと思われる人々，僧 ・尼 ・医者 ・奴 .k~!等々である 。 そしてこれらの人々によ って構成

される家政権問の組織も復原が可能となり，それによって古代における王族の家政のありかた

が解明できるのではないかと期待される。

荷札木簡 15以下は荷札の木簡である。15は「長屋親王宮」と記し，昨年報告した「長屋皇

宮」の木附などともに宛先を明記する荷札木聞がいく つかみられる。こうした木簡の出土に

よって，発掘地に長屋王が居住 していたことが確実となったわけであるが， 一方，王を「親

王」と称したり， 「大賢」の貢進であることを明記するなど大きな問題点を含む木間iであり，

今後の検討を要する。

長屋王家の荷札木附には他に次のような特徴がある。①木Mに記される固に著しい偏りがみ

られ，国名が判明している20筒回以上のうち，周防・近江 ・越前の3箇国で全体の約半数を占

める。②そのうち周防の塩の木簡は16にみるように荷札としての符式を比較的整えているが，

近江や越前などは17，18のように， しばしば国名 ・側人名 ・税目 ・年月などを省略している。

こうした荷札木簡jの特徴は，あるいは長屋王家と密接な|刻わりのある封戸の可能性も考える必

要があろう。また.この他にも都市11に氷室があり.長屋王家が直接管理をしていたものと考え

られるなど，王肢の家政経済を窺わせる史料が多い。
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意義と課題 木簡の内容から， ~長良時代初期における当該地 (左京三条二坊ー ・ 二 ・ 七 ・ 八

坪)の居住者を特定できたことの意義は大きい。これまでも，藤原不比等邸や新田部親王邸な

どの位置が，主として文献史料から考察されてきたが，今回の発見は単にそれらに一例を加え

ただけのものではない。その重要性はまずなによりも， 30.000m'に及ぶ面積の発掘調査の一環

としての木簡の出土であり，遺構と相則的な関係にある点にある。つまり，この場所が長屋王

邸であるということは，発掘した奈良時代初期の遺構一つ一つが長屋王邸のものと認定できる

わけであり，検出した地櫛を具体的に rf~開~J できるという点でこれまでにない成果といえる。

次に構SD4750について言えli'，同時に出土した木簡以外の逃ー物の解釈に大きな影響を及ぼ

す点である。緋自体が，前記のように，短期間のうちに廃絶していることから，木簡のみなら

ず，伴出した土器 ・瓦 ・木器についても先の年代があてはまると考えられる。平城宮出土の造

物の編年に比べて，平域京のそれが不十分であった現状からすれば， SD4750出土の造物は今

後，奈良時代初期における平城京出土造物の基準資料となるものと言ってよい。

木間jの内容と意義は既述のとおりであるが，全体に関わる問題として次のような点をあげる

ことができる。

第一に，木附の構成から見ると文書木附の比率が高く，中でも米支給の帳簿木簡が多い点、で

ある。従来の平城宮出土木簡の中にも帳簿.の木簡はいくつかあるが，今回のようにまとまって

出土したのは初めてであり，帳簿木簡の機能を本格的に検討しうる材料がえられたこと となり，

木簡論の深化が期待される。

第二は，木簡の表記の問題である。長屋王を「親王」と記す木簡のみならず， トネリ をすべ

て「帳内」と記したり，あるいは律令の規定に従えば当時の長屋王や吉備肉親王では持ちえな

い「少書吏J といった家政権問の官人の存在など，規定に合致しない表記がいくつか見える。

この点もほぼ規定に則った告:き方をする平械宮木間との大きな違いである。これをどう解釈す

るのかは今後の大きな課題となる。

第三に，ここを長屋王邸とした場合，佐保の宅との関係も問題となろう。長屋王の宅として

文献にみえる佐保の宅がすなわちここなのか、この地とは別に佐保に別宅があるのか， 議論の

分かれるところである。

第四に，妃の吉備内親王については，前述の米支給木目ij8に被支給者の一人として見えるこ

とや， 吉備i内親王の宮とされる「北宮」を宛先とする14のような木聞が出土していることなど

から，彼女も王と同じ邸宅内に居をかまえていたのではないかと推定される。一方2，3に見

えるように，吉備内親王も独立した家政機関をもっており，長屋王家との問に文書のやりとり

をしている。したがって，長屋王と吉備ii内親王との居住形態や，二人の家政機関どうしの関係

についても今後の検討諜題である。

以上，いくつかの課題をあげるに留ったが，それらは早急に結論付けられるものではなく，

十分な議論をつくしていかなければならないであろう。 (寺崎保広)
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